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Ａ．研究目的 

 日常生活の制限（影響）の有無について、国

民生活基礎調査により把握され、健康日本２１

（第二次）における健康寿命の算定に用いられ

ている。国民生活基礎調査では、他に、症状（有

訴者）、傷病（通院者）、こころの状態について

の調査も行っている。この研究では、これまで

に、症状や傷病の、日常生活の制限への寄与を

検討してきた。加えて、こころの状態の日常生

活の制限への寄与を明らかにすることも有用

である。 

 一方で、健康格差について、現在の健康日本

２１（第二次）で採用されている都道府県格差

以外にも社会経済状況別の格差等も明らかに

することができると意義が大きい。国民生活基

礎調査、また人口動態職業・産業別統計では、

職業も調査しているため、職業別の健康寿命の

算定が可能である。 

 さらに、政府により孤独・孤立対策の重点計

画が策定されるなど、その対策が重要になって

いる。過去からの孤立の状況の時間的推移の検

討は、今後の対策の基礎資料として重要である。 

 そこで、国民生活基礎調査、社会生活基本調

査等のデータを分析し、今後の健康寿命に関す

る施策の推進に寄与することがこの分担研究

の目的である。 

 

Ｂ．研究方法 

（1）こころの状態の日常生活の制限への寄与 

 2016 年（平成 28年）国民生活基礎調査の調

査票情報の提供の申出を行った。こころの状態

（Kessler 6 scale, K6質問票）と日常生活の
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制限の有無との年齢調整したオッズ比を性別

に、また 40～64歳の若年者と、65歳以上の高

齢者に分けて算定した。なお、こころの状態は、

0～4点（正常）、5～12 点（軽・中等度）、13～

24 点（重度）の 3 区分で分析を行った。さら

に、それらの人口寄与割合を算定した。 

 

（2）職業別の部分健康寿命 

 2016 年国民生活基礎調査による日常生活へ

の制限の有無・性・職業分類別、及び 2015 年

度人口動態職業・産業別統計による性・職業（大

分類）・年齢階級別死亡数などのデータを用い

た。そして、厚生労働科学研究班作成の健康寿

命算定プログラムを使用してサリバン法にて、

下記の式の 40～64歳の部分健康寿命（partial 

health expectancy）を算定した。 

 
    Σ Ｌx 
PHE ＝ ――――― 
     ｌx 
 

 PHE：40～64歳部分健康寿命 

 Σ Ｌx：40～64歳の健康の定常人口 Lxの計 

 ｌx：40歳の生存数ｌx 

 

 なお、職業・性・年齢階級別の日常生活への

制限のある人数は、公表されていないため、間

接法で推計した。 

 また、それに先立ち、2015 年度人口動態職

業・産業別統計による性・職業（大

分類）・年齢階級別死亡率から、職

業別の死亡率比（その職業の死亡

率と、全職業の死亡率の比）を算

定した。また、仕事の有無による

日常生活の制限のある割合（間接

法年齢調整値）の推移を求めた。 

 

（3）孤立の時間的推移 

 2001 年、2006年、2011年、2016

年の総務省社会生活基本調査による、調査対象

の 2日間における、一緒にいた人（家族、学校・

職場の人、その他の人）別の行動者率の推移を

分析した。また、家族、学校・職場の人、その

他の人と一緒にいた人の割合を 1 から引いた

割合を掛け合わせて、それぞれが独立と仮定し

た場合の孤立割合を算定してその推移をみた。 

 

（倫理面への配慮） 

算定には、公表されている集計済みの情報及

び既に匿名化された既存情報を用いた。 

 

Ｃ．研究結果と考察 

（1）こころの状態の日常生活の制限への寄与 

 こころの状態と日常生活の制限のオッズ比

は、全年齢の男女計において、0～4点（正常）

を基準とした際に、5～12点（軽・中等度）で

3.3、13～24点（重度）で 11.9であった。男、

女、また 40～64 歳、65 歳以上で算定しても、

5～12点（軽・中等度）で 3.1～3.6程度、13～

24点（重度）で 10.1～12.4 程度と概ね同様で

あった。人口寄与割合は図 1に示す通り、44％

～52％程度と 50％前後であり、女性の方が男

性より、また 40～64歳の若年者の方が 65歳以

上の高齢者より高かった。 
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 日常生活の制限の約半分がこころの状態の

寄与があるという結果となったが、こころの状

態が悪いことにより日常生活の制限が生じる

だけではなく、逆に、日常生活の制限によって

こころの状態が悪い状態となるものも含まれ

ると考えられる。男性より女性の方が、こころ

の状態への対応が重要であることが示唆され

た。一方で、高齢者は若年者よりも人口寄与割

合が高く、純粋に身体的な問題により日常生活

の制限が生じている人が多い可能性が考えら

れた。 

 

（2）職業別の部分健康寿命 

 性別・年齢階級別に、各職業の死亡率と全職

業の死亡率との比を見た職業別の死亡率比を

表 1に示す。運搬・清掃・包装等従事者などの

死亡率比が非常に低い結果であった。また、管

理的職業従事者の死亡率比は若年者で非常に

高い結果であった。職業によって、年齢との

交互作用が強い。 

 そこで、健康寿命を算定する際に、全年齢

ではなく、働き盛りの年代である 40～64 歳

の部分健康寿命を算定することとし、図 2に

示す結果が得られた。無職で顕著に短い結果

であった。男性では、他に分類不能の職業、

農林漁業従事者で低く、保安職業従事者、管

理的職業従事者で高かった。女性では、建設・

採掘従事者で最も低く、次いで無職、分類不

能の職業で低く、生産高齢従事者、事務従事

者で高い結果であった。これらの結果は、一

般的に考えられている社会経済状況と健康

の関連とは異なるものであった。大きな理由

としては、非正規雇用等が多い職業の場合、

体調不良となったり、重大な疾患が発見され

たりした場合に、退職をして無職になる場合

が多いことが考えられる。 

 仕事の有無による日常生活の制限のある

割合及びその差の推移を図 3、図 4に示す。

これらは減少傾向の結果であった。 

 日常生活の制限のある割合や健康寿命につ

いての、仕事の有無による差の縮小は、仕事

の無い人への健康支援や、仕事のある人が重

篤な傷病に罹患した際に退職をせずに仕事と

療養の両立ができるように支援することなど

で改善を図ることができると考えられる。健

康日本 21の指標として用いることができる可

能性が示唆される。 

 

（3）孤立の時間的推移 

 社会生活基本調査による、家族、学校・職場

の人、その他の人と一緒にいて行動をした人の

割合と、それらがない孤立の割合の推移につい

て図 5に示す。それぞれ一緒にいて行動した割

合は減少傾向にあり、一方で孤立割合は増加傾

向が見られた。また、2016 年について、単身世
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帯での同様の割合を算定したところ、男では

50％以上が孤立という結果が得られた。この結

果は、家族、学校・職場の人、その他の人と一

緒に行動することがそれぞれ独立であると仮

定して孤立割合を推計しているが、実際にはそ

れぞれの人と一緒に行動することは関連しあ

っており、孤立割合はより高いと考えられる。

また、この結果は、平日と土日の 1日ずつの 2

日間における調査結果である点は留意する必

要がある。 

 

Ｄ．結論 

 こころの状態と日常生活の制限との人口寄

与割合は約 50％であり、健康寿命の延伸の施

策について検討する際に、精神的健康へのアプ

ローチも重要である。 

 職業別の部分健康寿命として、職業の有無に

よる差は大きく、無職者への健康支援や、仕事

と療養の両立支援等のその縮小に向けた取り

組みが重要である。 

 孤立割合は増加傾向にあり、特に単身世帯の

人へのアプローチが重要である。 
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